
　 2025年１２月１６日(火)
　　2025-2026年度　第５１年度　第２３回　通算第2400回例会
　【会長報告】 　

◆ 米山奨学生の高さんに12月分の奨学金をお渡しします。
◆ 岡さんに「2026-2027年度国際ロータリー第2670地区

米山記念奨学委員会委員」の委嘱状が届いておりますの
でお渡しします。

　【幹事報告】
◆ 丸亀東RC事務局･永井、ガバナー事務所、ガバナーエレ

クト事務所、委員会事務所、は12月27日(土)～2026年
　 1月4日(日)迄を年末年始休業とさせて頂きます。

 　【プログラム】会 員 卓 話（ 岡 千枝 会員 ）

⦿ 令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
1 所得税の基礎控除の見直し等
2 年末残高調書を用いた方式（調書方式）による住宅借入金
   等特別控除
3 令和８年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
※ご注意ください※
　　通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が
　　必要となることがあります。
　「年末調整がよくわかるページ」
　　　　（http://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）

 1  所得税の基礎控除の見直し等
令和７年度税制改正により、次のとおり所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関
する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和７年12月１日に施行され、令和７年分以後の所得税
について適用されます。
このため、令和７年12月に行う年末調整など、令和７年12月以後の源泉徴収事務に変更
が生じます。
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 1－１  改正の概要
(１) 基礎控除の見直し
　イ　次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

　ロ　基礎控除額の改正に伴い令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

(２) 給与所得控除の見直し
　イ　給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
【給与所得控除額（改正された範囲）】

　ロ　給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の「年末調整等のための給与所得
　　　控除後の給与等の金額の表」及び令和８年分以後の「源泉徴収税額表」が改正
　　　されました。

(3) 特定親族特別控除の創設
　イ　所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から その特定
　　　親族１人につき その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定
　　　親族特別控除が創設されました。
 【特定親族】
　　特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族（配偶者、
　　青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）
　　で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。
　　なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含み
　　ます。
　　(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば合計
　　　　所得金額が58万円超123万円以下となります。
　　　　なお下記の「参考」のとおり親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別
　　　　控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります（年齢19歳以上23歳未満の親族。
　　　　は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。）
　なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支
　払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。



【特定親族特別控除額】

　ロ　控除対象扶養親族と合計所得金額が100万円以下である特定親族は「源泉控除
　　　対象親族」とされました。
　　　給与の支払を受ける人は、令和８年１月以後に支払を受けるべき給与について
　　　提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与について
　　　の扶養控除等（異動）申告書」に「源泉控除対象親族」を記載することとなり、
　　　給与の支払者は、記載された「源泉控除対象親族」等を基に扶養親族等の数を
　　　算定することとなりました。

(4) 扶養親族等の所得要件の改正
　　 上記⑴イの基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる
　　 扶養親族等の所得要件(注１)が改正されました。
　　 また、上記⑵イの給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得
　　 計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円（改正前：
　　 55万円）に引き上げられました。
 【所得要件】



 1－２  年末調整における留意事項
 ①　給与の与の支払を受ける人に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族
　　 等がいないか確認してください。
　（改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「給与所得
　　者の扶養控除等（異動）申告書」の提出を受けてください。）⇒ 以下⑴を参照
 ②　特定親族特別控除の適用を受けようとする給与の支払を受ける人から、「給与
　　 所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けてください。⇒ 以下⑵を参照
 ③　改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしてくだ
　　 さい。⇒ 以下(3)～(5)を参照　

(１) 扶養控除等（異動）申告書の受理と内容の確認
　　上記１－１⑵及び⑷のとおり、令和７年12月１日から給与所得控除額及び扶養親族
　　等の所得要件が改正されます（詳しくは上記１−１⑵イの【給与所得控除額（改正
　　された範囲）】の表及び１−１⑷の【所得要件】の表をご確認ください。）
　　この改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった
　　給与の支払を受ける人は、その旨を記載した「令和７年分給与所得者の扶養控除等
　　（異動）申告書」を、給与の支払者に提出することとなります。
　　なお、給与の支払を受ける人は、この申告書を、原則として令和７年12月１日以後
　　最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなりますが、年末調整を
　　行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことが
　　できますので、給与の支払を受ける人に申告を忘れないよう周知してください。
　　(注)「令和７年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記載する事項に変更はありません
　　　が様式裏面の注意事項等が改正前のの内容となっている場合がありますのでご注意ください。

(２) 特定親族特別控除申告書の受理と内容の確認
　　上記１－１⑶のとおり、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円
　　以下の親族（里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及
　　び白色事業専従者を除きます。）を有する人は、新たに「特定親族特別控除」を受
　　けることができることとされました。
　　年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与の支払を受ける人は、その
　　年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告
　　書」を給与の支払者に提出することとなりますので、給与の支払を受ける人に申告
　　を忘れないよう周知してください。
　（注）1　次のように、特定親族特別控除の適用を受けられないことがあります。
　　　 （1）２人以上の所得者の特定親族に該当する親族がいる場合、その親族は、これらの所得者
                   のうちいずれか１人の特定親族にのみ該当するものとみなされます。
　　　 （2）所得者の特定親族に該当する親族が他の所得者の配偶者特別控除の対象となる配偶者に
                   も該当する場合には、その親族は、これらの所得者のうちいずれか１人の特定親族又は
　　　　　　配偶者特別控除の対象となる配偶者にのみ該当するものとみなれさます。
　　　 （3）親族の双方がお互いに適用を受けることや、この控除の適用を受けている親族を特定親
                   族として適用を受けることはできません。
　　　　２　国税庁が作成する「給与所得者の特定親族特別控除申告書」は「給与所得者の基礎控除
　　　　　　申告書」、「給与所得者の配偶者控除等申告書」及び「所得金額調整控除申告書」との
　　　　　　兼用様式となっています。



(3) 基礎控除申告書の受理と内容の確認
　　上記１－１(1)のとおり基礎控除額が改正されました。
　　このため、給与の支払を受ける人から提出された「給与所得者の基礎控除申告書」
　　に、その合計所得金額に応じた基礎控除額が正しく記載されていることを確認して
　　ください。
(4) 配偶者控除等申告書の受理と内容の確認
　　上記１－１(2)のとおり給与所得控除額が改正されました。
　　このため、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して
　　算出された合計所得金額に応じて、配偶者（特別）控除額が正しく記載されている
　　ことを確認してください。
　（注）上記1－1(4)のとおり、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費
　　　　に算入する金額の最低保障額が引き上げられましたので、注意してください。
(5) 年末調整の計算をする上での留意事項
　イ　「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正
　　　上記１－１(2)のとおり「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の
　　　表」が改正されました。
　　　年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の
　　　給与等の金額の表」を使用してください。
　ロ　基礎控除額（改正後）の控除
　　　上記１－１(1)のとおり基礎控除額が改正されましたので、上記⑶により給与の
　　　支払を受ける人から提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書」を基に、基礎
　　　控除額を控除してください。
　ハ　特定親族特別控除額の控除
　　　上記１－１(3)のとおり特定親族特別控除が創設されましたので、上記⑵により
　　　給与の支払を受ける人から提出を受けた「給与所得者の特定親族特別控除申告書」
　　　を基に、特定親族特別控除額を控除してください。
　　　なお令和６年９月から国税庁ホームページに掲載している「令和７年分給与所得
　　　に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、特定親族特別控除の適用がある
　　　場合の計算に対応していません。このため特定親族特別控除の適用がある場合で
　　　この源泉徴収簿を使用するときは、下記の記載例のように余白部分を用いる等し
　　　て年末調整の計算を行なってください。
　　　また特定親族特別控除の創設に伴い「給与所得の源泉徴収票」が改正されました。
　　　特定親族特別控除の適用がある場合には、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別
　　　控除額等を記載してください。
　（注）「給与所得の源泉徴収票」等の法定調書の作成について詳しくは、「給与所得の源泉徴収票
　　　　等の法定調書の作成と提出の手引」を参照してください。



２　年末残高調書を用いた方式（調書方式）による住宅借入金等特別控除
　令和７年分の年末調整からは、調書方式（注1）による住宅借入金等特別控除の適用
　を受ける人（注２）がいます。
　（注）1　調書方式とは、金融機関等が税務署に提供した情報に基づき、国税当局から所得者本人
　　　　　に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方式をいいます。
　　  　２   調書方式による住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、調書方式に対応した金融機
　　　　　関等に対して「住宅ローン控除の適用申請書」を提出した人となります。
　【調書方式の場合の留意事項】
　・所得者本人が給与の支払者に提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
　　兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」（控除証明書等）に、「住宅取
　　得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要となります。
　・控除証明書等は、原則、「住宅借入金等の年末残高」や「住宅借入金等特別控除額
　　（見込額）」を記録し、又は記載した上で、税務署から所得者本人に交付されます
　　（控除証明書等の交付時期は、電子交付の場合は毎年11月中旬頃、書面交付の場合
　　　は入居2年目の11月下旬頃となります。）
　　制度のの概要については、国税庁ホームページの「住宅ローン控除の適用に係る手
　　続（年末残高調書を用いた方式）について」をご確認下さい。

３　令和８年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項
　　上記１の基礎控除の見直し等により、令和８年分以後の「給与所得者の扶養控除等
　　（異動）申告書」等の記載事項の変更や、「源泉徴収税額表」の改正が行われてい
　　ます。
　　詳しくは、「Ⅳ　令和８年分の給与の源泉徴収事務」(44ｐ)をご確認ください。

　【本日のニコニコ】
☬ 本日。会員卓話を無事終えて ： 岡　千枝   様
☬ 岡 千枝さんの会員卓話を拝聴して ：塩野 拓二  会長
☬ 岡 千枝さんの会員卓話を拝聴して ：黒木 五朗  幹事
☬ 岡 千枝さんの会員卓話を拝聴して ：田中　誠　SAA
☬ 岡 千枝さんの会員卓話を拝聴して ：秋山 弘樹   様

　次年度(理事)クラブ広報委員長に選ばれて
　岡山後楽園RCとの親睦ゴルフコンペを無事終えて

☬ なんとなく ：和田　誠　 様

　【来訪ロータリアン】（なし）

　【メークアップ】（なし）

☬ ：片岡 浩昌　様



　【出席報告】 第２４００回例会 　

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出 席 率

４４名 １名 ４３名 ２７名 １６名 62.79%

　　 第２３９８回例会 　

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出 席 率

４４名 １名 ４３名 ２６名 １７名 60.47%

　【１２月２３日(火)の例会】 クリスマス家族会（親睦活動委員会）宮武譲委員長

　　　【オークラホテル丸亀12Fエメラルド 午後7時～】
　　◎12月30日(火)は休会です◎

　～１月６日(火)例会変更～

　【１月９日(金)】丸亀ＲＣとの合同新年例会（親睦活動委員会）宮武譲委員長

【午後６時～　山北八幡神社にてお祓い】
【午後７時～　懐風亭にて合同新年例会】

 　四つのテスト　 ～言行はこれに照らしてから～

　　１．真実かどうか ３．好意と友情を深めるか
　　２．みんなに公平か ４．みんなのためになるかどうか
 　ロータリーの目的
　　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

　　具体的には、次の各項を奨励することにある。

　　　第１．知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
　　　第２．職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に
　　　　　　奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
　　　第３．ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、
　　　　　　奉仕の理念を実践すること。
　　　第４．奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、
　　　　　　平和を推進すること。

 E-mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

 　例会日　 毎週火曜日　PM12:30～PM1:30　   http://www.marugame-east-rc.com

MARUGAME EAST ROTARY CLUB
 例会場　オークラホテル丸亀　☎23-2222

 〒763-0011 丸亀市富士見町3丁目3番50号

＜12月 2日(火)例会分＞

＜12月16日(火)例会分＞

事務所　オークラホテル丸亀430号室
 TEL(0877)21-6611；FAX(0877)21-6655

丸亀東RC事務局、ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所、委員会支援事務所は

2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日) 迄を年末年始休業とさせていただきます。
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